
ウォーターPPPとは？
概要について
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官民連携事業（PPP）：官民が連携して公共サービスを提供すること

ウォーターPPP：水道・下水道事業におけるPPPの手法の一つ

国から提示された新しい仕組み（2023年6月に国が提示）
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ウォーターPPPの概要～官民連携事業（PPP）とは～



ウォーターPPPの概要～レベル4とレベル3.5～

3出典：https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/water_gaiyou.pdf



ウォーターPPPの概要～更新実施型と更新支援型～

4出典：https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/water_gaiyou.pdf



ウォーターPPPの概要～レベル3.5の4要件～

5出典：https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/water_gaiyou.pdf



ウォーターPPPの概要～なぜ、今W-PPPなのか～
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◯職員数の減少と高齢化が懸念されます。今後、専門性の高い業務の実施や、専門技術の継
承・担保が困難となる恐れがあります。

◯今後急増する老朽化施設に対して、適切な時期に改築更新を実施していく必要があります。
加えて、道路陥没等の重大事故や住民からの苦情への適切な対応が求められます。

◯維持管理及び改築更新に要する費用は、今後も増加し続けると想定されるため、下水道経
営の更なる健全性を目指す必要があります。

◯令和9年度以降、ウォーターPPPを導入していない場合、汚水管の改築（計画、調査、設計
を含む）に関して、国からの交付金が充当されなくなります。このことにより、財源が不足し、
実施できる改築事業量が減少することが懸念されます。

→ウォーターPPP導入に向けて、官民双方がwin-win
となるような事業スキームを目指すため、皆様の意見を
いただき、今後の検討の参考とさせていただきたいです。

本市における主な状況
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◯本市では、ウォーターPPP（レベル3.5）の4要件について、契約期間を、原則どおりに10年間と
する方針です。【要件①長期契約】

蓮田市下水道事業ウォーターPPPの事業範囲（案）

出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 第2.0版
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◯本市では、ウォーターPPP（レベル3.5）の4要件について、発注方式を、原則どおりに性能発注
とする方針です。ただし、管路施設は仕様発注から段階的に性能発注へ移行する可能性があり
ます。【要件②性能発注】

蓮田市下水道事業ウォーターPPPの事業範囲（案）

出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 第2.0版
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◯本市では、ウォーターPPP（レベル3.5）の4要件について、維持管理と更新の一体マネジメン
トは、今後の検討により、「更新支援型」あるいは「更新実施型」を適用します。現時点では、「
更新支援型」の方が有力と考えております。【要件③維持管理と更新の一体マネジメント】

4．蓮田市下水道事業ウォーターPPPの事業範囲（案）

出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 第2.0版
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◯本市では、ウォーターPPP（レベル3.5）の4要件について、プロフィットシェアは、仕組みを導入
する方針です。仕組みの詳細は、今後、ガイドライン改定状況やマーケットサウンディングの結果
を踏まえて検討しています。【要件④プロフィットシェア】

蓮田市下水道事業ウォーターPPPの事業範囲（案）

出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 第2.0版


